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令和６年８月２３日 

豊田市は、観光客等が本市の豊かな自然や多様な文化、特産品などに触れることができる
「体験」の機会を創出するとともに、市内での宿泊促進による観光産業の活性化を図るため、
市内の地域資源を活用した宿泊プランを提供する事業者に対し、プラン費用の一部を給付す
る事業「VISIT（ビジット）とよた割」を新たに開始します。 

 
● 事業期間（宿泊対象期間） 

令和６年９月 24 日（火）～令和７年 2 月 28 日（金） 
  
● 対象事業者 
  旅行事業者又は市内宿泊事業者 

※但し、本事業への事前の参加登録が必要 
 

● 対象プラン 
  以下のいずれかに該当する宿泊プラン 
 ・市内の観光資源（施設、食事、体験、土産など）と宿泊をセットにしたプラン 

・市内のスポーツ又は文化施設の利用（合宿や大会利用など）と宿泊をセットにしたプラン 
 
● 給付額 
  宿泊プランに係る費用の 30％（限度額あり） 

※宿泊利用者は、宿泊プランを本来の金額より最大 30％安く利用可能 
＜限度額＞ 
・旅行事業者:1 人 1 泊あたり最大 5,000 円 
・市内宿泊事業者:1 人 1 泊あたり最大 15,000 円 

  
● 予算 
  4 億 5,000 万円（既決予算） 
  
● その他 

本事業の対象となる宿泊プランや参加事業者等の詳細情報は、令和 6 年 9 月２日（月）
に開設予定の「VISIT とよた割」特設サイト（https://jimukyoku.site/aichi/visit-
toyota）で順次公開します。 

  
以上（添付資料:有 写真データ:無） 
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